
令和２年度 第４回 文京区地域包括ケア推進委員会 要点記録 

 

日 時：令和２年１０月２１日（水）午後１時３０分から午後２時５０分まで 

場 所：文京シビックセンター２４階 区議会第一委員会室 

 

＜会議次第＞ 

１ 開会 

２ 議事 

（１） 高齢者・介護保険事業計画の策定について      【資料第１号】 

（２） 令和２年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント受託事業者名簿へ 

    の登録について                  【資料第２号】 

３ その他 

４ 閉会 

 

＜出席者＞ 名簿順（敬称略） 

文京区地域包括ケア推進委員会委員 

平岡 公一委員長、飯塚 美代子副委員長、中村 宏、星野 高之、 

藤田 良治、川又 靖則、阿部 智子、髙山 礼子、諸留 和夫、神田 泰子、

坂田 賢司、古関 伸一、鈴木 悦子、川島 久德、小倉 保志 

 

＜事務局＞ 

進地域包括ケア推進担当課長、淺川高齢福祉課長、中澤介護保険課長、渡部健康

推進課長 

 

＜傍聴者＞ 

３人 
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１ 開会 

 

２ 議題 

 

平岡委員長：それでは、令和２年度第４回文京区地域包括ケア推進委員会を開会

いたします。 

 本日は議題が２件ございます。限られた時間ですけれども、それぞれのお立

場、専門領域からご審議をいただきたいと思いますので、委員会の運営にご協

力くださいますようお願いいたします。 

 はじめは議題１「高齢者・介護保険事業計画の策定について」です。それで

は、事務局から説明をお願いいたします。 

 

 中澤介護保険課長及び進地域包括ケア推進担当課長が資料第１号に基づき、議

題１「高齢者・介護保険計画の策定について」の説明を行った。 

 

平岡委員長：それでは、委員の皆様からご質問がございましたらお願いいたしま

す。 

諸留委員：二つありますが、一つ目は133ページの図表８－２「第１号被保険者数

の実績と推計②」のグラフなんですけれども、横軸が最初は30年度から１年ご

とに進んでいますが、令和５年度から７年度は２年、その後、令和22年度まで

15年も飛んでいます。 

 １年でこんなに急上昇するのかと見て誤解をする恐れがあるので、横軸部分

に縦に２本棒を引いて省略していることがわかるような印をつける等の工夫が

必要かと思います。本来は徐々に増えていくと思うので、そのことがわかるよ

うな工夫をした方がいいと思いました。 

中澤介護保険課長：今、諸留委員からお話があった、133ページの図表８－２のグ

ラフですが、令和22年度（2040年度）のところが、視覚としては誤った印象を

与える可能性があるというようなところかと思います。 

 その上の図表８－１「第１号被保険者数の実績と推計①」の表の部分も、実
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は令和７年度（2025年度）から令和22年度（2040年度）に飛んでございます。

2040年問題を計画の考え方に記載しているため、あえて入れさせていただいた

のですが、図表８－１と図表８－２については、いただいた意見に基づいて、

間に波線を入れる等、見せ方を工夫して、趣旨がきちんと伝わるように直して

まいりたいというふうに考えてございます。 

諸留委員：図表８－１は表なので問題ないかと思いますが、図表８－２のグラフ

は視覚的に伝えるものなので誤解を招く恐れがあります。 

 それから、117ページ７章１番「地域支援事業の概要」の1行目「要介護・要

支援状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で」と記載があるのですが、

これは「可能な限り」というより、「その人が望むなら」と書いた方がいいの

ではないかと思いました。 

 以上です。 

平岡委員長：区のほうで何かご説明いただけますか。 

中澤介護保険課長：ご意見いただいた部分では、文京区の福祉に対する考え方を

改めて述べさせていただいているところです。これは福祉全体に係る考え方に

なりますが、先ほど委員がおっしゃられていた内容についても理解できますの

で、こちらについては地域福祉保健の推進計画や他の分野別計画などとも検討

させていただいて、所要の修正ができればさせていただきたいと考えておりま

す。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。 

 それではほかにご質問、ご意見がありましたら、お願いします。 

飯塚副委員長：６章の「⑤高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センタ

ー）の機能強化」にある「ア.適切な人員体制の確保」において、あんしん相談

センターの適切な人員体制を整備するという箇所に施設を追記するということ

でしたが、この施設については増やすのか、どうするのかというところをお聞

きしたいです。あと、人員体制というところで、参考資料１「令和２年度上半

期高齢者あんしん相談センター事業実績報告書」を見ますと、９月現在で本富

士だけほかに比べて職員の人数が少ないんですね。富坂だけ多いんですけれど

も、相談件数だとかいろんなことを考えたり、高齢者人口を見ますと、他のセ

ンターとは変わりませんが、それだけの人員体制で同じことができているのか
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という疑問がございましたので、その２点をお願いします。 

進地域包括ケア推進担当課長：まず、先ほど施設整備についての文言を入れる趣

旨としましては、今年の７月から始まった高齢者見守り相談窓口事業で各圏域

毎に２名または３名の職員を新たに配置したり等の人員増がありまして、その

結果施設が手狭になったところがいくつかあるためです。そういったことを鑑

みまして、今後高齢者あんしん相談センターの移転を検討していきたいと考え

ております。 

 それから、実績報告書の一覧表で本富士の人員が少ないということですけれ

ども、人員体制については高齢者あんしん相談センターの運営マニュアルとい

ったものがございます。第１号被保険者の数が3,000人から6,000人ごとに、準

ずる者を含み、保健師及び社会福祉士、主任ケアマネジャーがそれぞれ一人ず

つ１ペアになるように最低限配置をするよう、人員基準に記載されております。

そこから換算しますと、人員体制についてはそれぞれの圏域で3,000人以上に対

して１ペアが設置されている計算になりますので、体制について不足はないと

考えております。 

平岡委員長：今のご説明でよろしいですか。それでは、お願いします。 

川島委員：川島と申します。 

 ２点、誤植なんですけど、23ページの「５）死亡状況及び健康寿命」「①年

齢別死亡数」の文中で、女性が90～95歳となっていますが、これは90～94歳だ

と思います。 

 70ページの１－１－７「みまもり訪問事業」の、３年間の事業量のみまもり

サポーター数のところですが、「み」の字が抜けています。 

 それと、あと２点お願いしたいのですが、71ページの１－１－12「シルバー

お助け隊事業への支援」の事業概要の文章なんですけれども、サービスを受け

る人と与える人が、この文章だとどういうふうに読んだらいいのかが分かりに

くいように感じました。 

 続けて、もう１点は156ページと157ページで、「５）給付費の実績と見込」

の７期計画と８期計画の数字を見ますと、７期の約389億円が８期だと約470億

円と約1.9倍に伸びるんですね。これは先ほどご説明いただきましたように、各

計画がそれぞれ推計をして積み重ねたとは思うんですけれども、どういう方針
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で推計をしたかという辺りの説明がどこにもありません。それで数字だけ見る

と約1.9倍になっているというのはちょっと分かりにくいかなと思いました。 

 以上４点だけ、質問と意見でございます。 

平岡委員長：はい。それではお答えいただけますか。 

中澤介護保険課長：誤植があったということで大変失礼しました。もう一度、今

ご指摘があった点も含めて、全体をきちんと見直させていただきたいと思いま

す。 

淺川高齢福祉課長：71ページの１－１－12「シルバーお助け隊事業への支援」に

つきまして、改めて文章を読ませていただいて、委員ご指摘のところがあると

理解いたしました。 

 主語がわかりづらいというご指摘ですが、この事業自体は区という目線で見

ており、実際にサービスを供給するのがシルバー人材センターとなります。１

－１－11「シルバー人材センターの活動支援」から続いているため、そこが一

番不明確なところと思っていますので、ご指摘を踏まえまして、分かりやすい

文章に変えさせていただきたいと思います。 

平岡委員長：はい、どうぞ。続けてお願いします。 

中澤介護保険課長：第８期の推計値についてのご質問かと思います。こちらにつ

きましては、実績が確定しております令和元年度の数字に、先ほどお話しした

おのおのの各種サービスの実績値に、各年度における人口推計の伸び率を乗じ

て足し上げたものがこの数字という形になってございます。ですから、先ほど

もお話ししたとおり、報酬の単価というか、利用率が高い訪問介護などでは、

その率を掛けると大きく変動がございますので、数値的には大きく伸びてきて

いるものというふうに考えてございます。 

 なお、こちらにつきましては、今後人口推計のところは大きくは変動しない

かと思うんですけれども、各々のサービスの利用の希望であったり、供給の状

態、また基盤の整備及びそういった状況も十分踏まえた上で、今後精査してま

いりたいなというふうに考えてございます。現時点での数字ということでお示

ししているものでございますので、ご了承いただければというふうに考えてご

ざいます。 

川島委員：数字そのものは積み上げだと思うので、そういう数字になるのかなと
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思うのですけれども、どういう積み上げをするのかという、方法論をどこかに

書いておいてほしいという意見です。 

中澤介護保険課長：口頭での説明になってしまいましたが、給付費のこの見込み

の考え方につきましては、なんらかの方法できちんとお示ししたいと考えてご

ざいます。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。どうぞ。 

小倉委員：公募区民、小倉です。 

 介護保険料の見込みについてお教えいただけないでしょうか。 

 166ページから167ページの令和３～５年の介護保険料の算定ですけれども、

今般の新型コロナウイルスの影響で、大幅に収入や所得などが下がる方が随分

予想され、そうなると総収入や徴収額が変わってくるように思うのですが、そ

の場合でも月々の介護保険料の負担というのは変わらないのでしょうか。区か

らの補助金なんかで補うというような見込みなのでしょうか。一概には言えな

いかと思うのですけれども、社会の人々の収入の変動が予測されるので、その

辺をお教えいただけないでしょうか。 

中澤介護保険課長：介護保険料なんですが、まず予定の給付費の総額で簡単に申

し上げますと、第１号被保険者、要するに保険料を負担する方の割合で算定さ

れていきます。 

 具体的に、現在の負担割合区分15段階というお話をさせていただいたんです

が、その割合で行くと、その負担区分の状態で、第８期も検討させていただい

ているところでございますので、収入の状態は基本的に保険料に大きく影響し

ておりません。 

 ただ、現在でも昨年度に比べて今年度の収入が大きく減った方に関しては、

保険料の軽減なり免除なりといった制度がございます。また、給付の負担、利

用の負担についても一定の基準があって、それに該当すれば給付費の負担が一

定程度軽減されるという制度がございます。 

 どれだけの率で収納ができるかといった保険料の予定収納率について、今年

度までと同様の考え方で一応算定はさせてはいただいているんですけれども、

ただ、保険料の基準については大きく変動はないんですが、今後、保険料の予

定収納率についての影響が出る可能性があるといったところで考え方の整理を
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させていただいてございます。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。それではその他の質問、ご意見がございまし

たらお願いします。 

諸留委員：諸留ですけど、今の介護保険の金額に関して、第１号被保険者の介護

保険料負担割合は23％と決まっているので、地方自治体が変えることはできな

いかと思いますが、病気等でお金がない中で介護保険料が上がっていくと生活

が苦しくなってしまいます。 

  実際に経験してみないと分からないものなので、こういったことは若い人に

も啓発をしていく事が重要だと思います。文京区はフレイル予防や認知症の予

防に注力していますが、そういった教育も考えるといいのではないでしょうか。 

中澤介護保険課長：ご承知のとおり、介護保険制度は社会保険制度で運営してい

るため、どうしても被保険者の方々からの保険料が一定程度の割合で入らない

と運営が成り立たなくなってしまいます。今後高齢者が増えていき、また保険

料を負担する重要な役割を担う現役世代の方が減少していくと言われている中

で、この制度をどう維持していくかということが、やはり国レベルでも大きな

課題になっているということは申し上げておきたいと思っております。 

 また、今委員からもご指摘ありましたが、お金の部分も含めて、介護保険制

度の内容、また今後の問題などについては、区としてもきちんとお伝えして、

ご理解いただけるように整理してまいりたいと考えているところでございます。 

 お答えになっていないかもしれませんが、今後ともそういった学ぶ機会、お

知らせの機会は確保してまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、先ほど委員からのご質問であった、保険料に対する影響の部分ですが、

年金受給者から頂く部分が大きいので、年金収入に物価スライドで影響が出た

場合は、保険料収入にも若干の影響が出る可能性があるというところで付け加

えさせていただければと思います。 

平岡委員長：ありがとうございました。そのほか、いかがですか。 

星野委員：小石川歯科医師会の星野です。介護や認定等が少しずつ増えてきてい

るということで、サービスを利用される方が全体的に増えているということが

あります。それで今回の実績についても記載がありますが、実際、希望された

方が全てこのサービスを受けられているのでしょうか。それとも特養の入所を
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希望して待っている方など、去年はたしか400人ぐらいとかおっしゃっていたん

ですけれども、その辺に関しては改善されているかなど、民間については分か

りづらいとは思いますが、民間のほうも含めて文京区全体としてどのようにな

っているのでしょうか。 

中澤介護保険課長：まず介護サービスを希望されている方が全体的に引き続きサ

ービスを受けられているのかといったところなんですが、先ほどもお話しした

とおり、居宅サービスと施設サービスがある中で、おおむね居宅サービスにつ

きましては利用されている方にケアマネジャーがつき、きちんとケアプランを

作成していただいてサービスを受けられているものというふうに認識している

ところでございます。 

 また、施設サービスにつきましては、委員ご指摘のとおり、なかなかニーズ

に追いついていないといったところがございますので、一定程度やはりお待ち

いただくといった傾向はあるかと思います。優先度が低い方についてはちょっ

とお待ちいただくか入れないという状態にあるんですが、区といたしましては、

要介護度が重い方、また介護者の方の有無や認知症の度合いを含め、そういっ

た状態を総合的に点数化して評価いたしまして、優先度、緊急度が高い方から

順に特別養護老人ホームに入っていただくようなシステムを取ってございます。 

 また、民間の施設というのは恐らく有料老人ホームについてかと思うんです

が、こちらのほうで把握している入居率については100％に近い施設もあれば、

まだできて間もないような施設でいくと50％を切っているといったところもあ

りますので、まちまちかというようなところで把握しています。 

淺川高齢福祉課長：高齢福祉課長から、特別養護老人ホームの入所希望者数とい

うことで、ご案内させていただきます。 

 まず31ページのほうに推移のほうが書かれております。いわゆる入所希望者

ということで、この人数＝待機者というふうに言えるのかと思います。先ほど

委員がおっしゃったとおり400人前後で動いております。 

 ただ、最新の情報といたしましては、10月現在で359人まで減少しております。

それは、新しく特別養護老人ホームが三つほどできたことで削減されたという

ふうには思ってございます。 

 名簿の入所者数の数ということで、こちらの課のほうで行っておりますけれ
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ども、今後は福祉部全体として、こうした特養の入所の計画等に基づいて対応

していきたいというふうには考えてございます。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 有料老人ホームの入所者数の推移というのは、特定施設の費用の変化等で大

まかには分かりますか。どのぐらいの方が有料老人ホーム等を利用されている

か等の時系列的な変化等を知っていただくといいのではないかなという程度の

ことですけれども、いかがでしょうか。 

中澤介護保険課長：特定施設入居者生活介護（介護分のみ）の第７期計画におけ

る推移なんですが、施設における入居者率・入居者数は新しい施設の有無で大

きく変わってくるところでございますけれども、平成30年度で約23億4,000万円、

令和元年度で23億8,000万円、令和２年度は見込みになりますけれども、24億

2,000万円程度の数字で推移しているところでございます。こちらにつきまして

は、先ほどの繰り返しになりますけれども、入居率等も大きく影響してくるの

と、第８期においては、特定施設１箇所の立ち上げを認可する予定でございま

すので、また大きく伸びる可能性があるというふうに認識してございます。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

 それではそのほかのご質問、ご意見があればご発言ください。 

進地域包括ケア推進担当課長：補足ですけれども、今回の計画の５章に計画事業

の概要や３年間の事業量を記載しております。 

 前回の委員会でコストを相対して出すべきというご意見をいただきましたが、

この委員会の所掌事務として、高齢者介護保険事業計画の策定、または改定に

関する事項について検討するものというふうに書かれております。少子高齢化

に伴う2025年問題とか、2040年問題に向けた大きな方向性を、こちらの委員会

で議論いただきたいと考えております。 

 その方向性を定めた上で、今後、各課で事業構築を行っていきますが、それ

に基づく予算編成については予算審査特別委員会での審議がありますので、本

計画での事業にひもづくコストの記載については、別途議会のほうでの審議の

場があるということでご理解いただければと考えております。 

 以上です。 

平岡委員長：計画の中に個別の事業ごとのコストを明示するかどうかというのは、
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計画そのものに関する議論になります。そういうご意見も場合によるとあると

思いますし、他自治体の計画の中にはそういう個別の事業ごとの予算を明示し

ているのもあるかと思うのですが、それは非常に大きな区政の判断ということ

にもなるかと思いますので、それをこの場で議論して決めるというご意見では

なかったと思うんですね。ですから、例えば今までの事業で一人当たり単価が

どのぐらいであるとか、予算規模がどのぐらいであるかとか、そういうことが

分かったほうが、いろいろな計画に盛り込む事業の在り方を検討するときにい

いのではないかというようなお話だったと思います。 

 ですので、この計画に盛り込まれる事業の予算そのものは、予算編成に関わ

ることでありますので、最終的に議会に示すという形で示されるというご説明

だったと思います。 

 事業のコストをどう見るかということは、具体的に必要があれば取り上げて

議論してもいいと思いますし、あるいは、計画の進行管理や評価の中で、給付

費の推移を示していただいているんですけれども、その内訳を違った角度から

費用面で検討する機会があってもいいかと思います。ご意見を踏まえて、今後

のこの委員会の中でそういう点に関する議論をどう取り上げていくか、また考

えていただければと思います。 

 それでは、前回いただいたご意見について検討していただいた結果というこ

とでご説明いただきました。そのほか、いかがでしょうか。 

 私のほうから一点質問があり、114ページの地域包括ケアのイメージ図はほか

のところにあるものを持ってきたということではなくて、この計画の６章に取

り上げられている重点項目を踏まえて、図を作っていただいて、この文京区の

地域包括ケアシステムの考え方を区民の方に理解していただくというか、議論

の素材になるような図だと思いますので、この図のポイントを説明していただ

けるといいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

進地域包括ケア推進担当課長：ポイントとしましては、前回から大きく変わった

ところが、この図で言うと重点１「フレイル予防・介護予防の取組推進」と２

「地域の支え合い体制づくりの推進」が分割されて大きな柱になっています。

文京区としましては、地域包括ケアシステムの実現、つまり高齢者を地域で見

守って、安心して暮らせる地域づくりということになるんですけれども、やは
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り一番はフレイル予防とか介護予防、ここを重点的にやって健康寿命を延ばし、

その元気な高齢者に様々な生活支援に入っていただく、そういったところをイ

メージしております。 

 それから次に、重点３「認知症施策の推進」も重点的に取り組んでいきたい

部分でして、今回の組織改正で、高齢福祉課に新しく係ができておりますけれ

ども、これまで行ってきた普及啓発や切れ目のない支援に加えて家族支援、認

知症のご本人と家族支援、ここに力を入れていきたいと考えております。 

 現状では、高齢者あんしん相談センターで、家族交流会や認知症カフェをや

っているんですけれども、そういった定期的なものではなくて、認知症のご本

人が日頃から通えるような居場所づくりを考えていきたいと思います。そこを

支える人としては、毎年1,200人ぐらいの認知症サポーターを養成していますの

で、その方々が中心となって、何か具体的な役割づくりというのをやって、そ

こに関わっていただくというのをイメージしています。 

 それから併せて重点４「在宅医療・介護連携の推進」ですけれども、ここも

今回、組織改正で高齢福祉課が所管することになった部分です。ただ、やはり

この在宅医療と介護連携は非常に重要で、これから高齢者が自宅でずっと安心

して暮らしていくためには欠かせない部分なんですけれども、一方でなかなか

そういった状況にならないと分からないというか、実際には特養や病院等に目

が行きがちなんですけれども、これからは在宅でどうやって高齢者が暮らして

いけるのかというのを、今回８期計画ですけれども、次の９期計画に向けて、

文京区版としての在宅医療と介護連携の在り方というのを突き詰めていきたい

と考えております。 

 それから、先ほどご議論いただいた重点５「高齢者あんしん相談センターの

機能強化」については、やはり地域の最前線で頑張る部分としての施設が重要

ですので、人員体制等のハード面の整備をしっかりしていきたいことと、相談

者は様々な複合的な問題を抱えていることがあるので、うまくほかの相談機関

とつなげていけるよう横連携の強化を考えております。 

 それから、最後に重点６「高齢者の居住安定に係る支援の推進」は高齢者が

一番安心して暮らせる場所なので、そこもしっかりと取り組んでいきたいと考

えております。 
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 以上です。 

平岡委員長：今の点についてご質問、ご意見があれば。はい、どうぞ。 

諸留委員：諸留です。先ほど申し上げたように、お金のことを何も書いていない

んですね。何か一言うまくどこかに書けるといいと思いました。 

平岡委員長：ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。 

 では、一通りご意見をいただいたということで、この議題についてはこのぐ

らいということでよろしいでしょうか。 

それでは、次に議題２「令和２年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメン

ト受託事業者名簿への登録について」に進みたいと思います。 

 それでは事務局から説明をお願いいたします。 

 

進地域包括ケア推進担当課長が資料第２号に基づき、議題２「令和２年度介護

予防支援・介護予防ケアマネジメント受託事業者名簿への登録について」の説

明を行った。 

 

平岡委員長：それでは、ただいまのご説明についてご質問、ご意見があればご発

言いただきたいと思います。 

 それでは特にないようでございますので、承認されたということにさせてい

ただきます。 

 

－資料第２号「令和２年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント受託事業者

名簿への登録について」は、承認された－ 

 

３ その他 

 

平岡委員長：本日の議題は以上となります。その他、何かございますでしょうか。 

諸留委員：諸留です。 

 参考資料第１号「令和２年度上半期高齢者あんしん相談センター事業実績報

告書」で、１ページの一番下に「一人当たりの相談件数」と書いてありますが、

年間なのかどうかがわかりません。 
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進地域包括ケア推進担当課長：相談者一人当たりの相談回数になります。相談者

一人につき2.5回来られたということで、昨年度の年間ですと大体一人3.7回来ら

れています。一人の方が何回も相談に来ているということになります。 

平岡委員長：総相談件数を相談実人数で割って、一人当たりの件数ということな

のですね。４月から９月までを相談者一人当たりで割り返すと2.5回なので、年

間でいくと４、５回相談に来るということです。 

諸留委員：高齢者あんしん相談センターには社会福祉士、保健師、主任ケアマネ

ジャーがいますが、全員が相談対応をするのでしょうか。やはり主任ケアマネ

ジャーか社会福祉士がやるわけですか。 

新堀センター長：高齢者あんしん相談センター駒込の新堀でございます。 

 包括によっても差があるかもしれませんが、文京区の包括では職種に関わら

ず全員が相談に応じているというふうにお伺いしております。 

平岡委員長：はい、よろしいでしょうか。 

進地域包括ケア推進担当課長：先ほど飯塚副委員長から本富士の人数体制につい

てご質問をいただきましたが、他のセンターと比べて少ないのは、現状欠員が

出ておりまして、令和３年度に二人増やす予定があります。 

平岡委員長：その他の点、いかがでしょうか。今ご質問が出ましたので、報告書

について、その他の点でもしご質問があれば。 

飯塚副委員長：４ページの困難ケースの対応のところで、認知症の対応が半年で

39人、これは倍にすると78名ということで、認知症の方が年々非常に増えてい

るんですけれども、どんな対応の困難さなんでしょうか。 

進地域包括ケア推進担当課長：高齢者あんしん相談センターに認知症コーディネ

ーターを配置しておりまして、認知症に関する専門的な対応をやっております。

その中で、もの忘れ医療相談といいまして、月に１回予約制で実施しておりま

す。基本的には認知症の相談があれば、できる限り医療機関や必要な介護保険

サービスにつなげる取組をしております。 

 その中でも困難なケースがあれば、認知症初期集中支援事業というのがあり

まして、チームを組んで、相談にあった方のご本人宅に訪問をして、大体約６

か月間ぐらい伴走型の支援というのを行い、そこでご本人との信頼関係構築を

しながら、医療機関につなげていきます。また、医療機関につなぐだけでなく、
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高齢者あんしん相談センターや社会福祉協議会で集いの場や認知症カフェ、若

年性認知症の会であるシエル・ブルー等を行っていますので、そういったとこ

ろにもつなげていくという取組をしているところです。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

新堀センター長：認知症に関しての困難ケース対応回数が増えていることについ

てのご質問かと思いますが、認知症の方は１回対応して終わるということがほ

とんどございません。お一人で、年間10回とか20回とか対応ということもあり

ます。一度お伺いしてお話をしても対応ができずに二日、三日と通うとかとい

うことになりますと、その方一人で３回というカウントになりますので、回数

としては非常に増えるというふうに把握しております。 

平岡委員長：はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 一人半年で何件来ているというデータですが、個人差も大きいということで

しょうね。１回の場合もあるし、10回を超えるような場合もあるとか、そうい

うことだと思います。 

 それでは、その他、ご意見、特に何かございましたらご発言いただければと

思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、予定していた議題が終わりましたので、事務局のほうにお戻しし

たいと思います。次回の開催日程等についてご説明いただけると思います。 

進地域包括ケア推進担当課長：次回の第５回地域包括ケア推進委員会のほうです

けれども、来年の１月を予定しております。こちらの開催日程が決まりました

ら、また詳細のほうをご連絡させていただきたいと思います。 

中澤介護保険課長：介護保険課長でございます。高齢者・介護保険事業計画の今

後の予定なんですけれども、今回、ほとんどの部分をお示しさせていただいて

いますが、残りの部分も含めてまとめたものを、12月４日に区報特集号として

区民の方にお知らせする予定でございます。12月中に区民説明会を行いまして、

その後、現時点では７日を予定していますが、１月の上旬までパブリックコメ

ントを実施させていただきます。 

 今、担当課長からもお話しさせていただいたとおり、次回の地域包括ケア推

進委員会が１月の開催予定ですので、中間のまとめにつきましては、12月４日

の区報特集号が出る前に、委員の皆様には今回の意見を踏まえて修正したもの



 －１４－ 

をお送りさせていただきますので、ご了承いただけますようよろしくお願いい

たします。 

平岡委員長：ありがとうございました。それでは、以上をもちまして閉会といた

します。 


